
運用指針策定に向けた今後のスケジュール（案）

6/7 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律 成立

発注者協議会（ブロック会議）の開催
発注者協議会（県部会）の開催
・品確法の改正の主旨説明
・法改正を踏まえた運用指針改正に関する意見交換 ８月８日（木）～９月１３日（金）

地方公共団体・建設業団体への意見照会
・法改正を踏まえた運用指針改正骨子（案）に
関する意見を収集

品確法の改正の主旨説明会の開催
・建設業団体等に対し、品確法の改正の内容説明

（法律・運用指針の説明会） （意見照会）

令和２年度より、運用指針に基づく発注事務の運用開始

年内を目処 発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）の策定

意見聴取結果を踏まえ、発注関係事務の運用に関する指針（案）の作成

発注者協議会（ブロック会議）の開催
発注者協議会（県部会）の開催
・改正運用指針（案）の説明

地方公共団体・建設業団体へ意見照会
有識者への意見照会
・改正運用指針（案）に関する意見を収集
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